
伊万里市介護予防・日常生活支援総合事業地域支え合い事業費補助金 

交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、伊万里市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２９年

告示第２５号。以下「実施要綱」という。）第４条第１号アの規定に基づく住民

主体によるサービス（以下「地域支え合い事業」という。）の対象者等に対する

生活支援や介護予防等に資する活動を促進し、もって地域の支え合い体制の充実

を図るため、地域支え合い事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助

金を交付することとし、その補助金については、伊万里市補助金等交付規則（平

成９年規則第９号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）、

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）、地域支援事業実施要綱

（平成１８年６月９日付け老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知）、

介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて（平成２７年６月５

日老発０６０５第５号厚生労働省労健局長通知）及び実施要綱に定めるところ

による。 

（補助対象団体） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は次の

要件を全て満たすものとする。 

⑴ 自治会などの自治組織団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体、その

ほか公共の利益を目的とした団体であること。 

⑵ 伊万里市内に活動の拠点を有し、かつ、市内において活動を行っている団体

であること。 

⑶ 団体の構成が３人以上であり、地域支え合い事業の提供に従事する者（以下

「従事者」という。）を必要数確保していること。 



⑷ 利用者へのサービスの提供について、市や地域包括支援センター等の関連機

関との連絡調整を行う者を配置していること。 

⑸ 政治活動又は宗教活動を行っている団体ではないこと。 

⑹ 暴力団、暴力団員又はその関係者が運営に実質的に関与している団体ではな

いこと。 

⑺ 団体及び代表者に市税等の滞納がないこと。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表第

1に定める事業とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助事業の実施に要する経費であって別表第２に定めるもののうち、市長が必要と

認めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する経費は補助の対象としない。 

⑴ ボランティアが運転業務を提供する場合の人件費 

⑵ 大規模な施設整備の費用 

⑶ 直接要支援者等に対する支援と関係しない費用（従業員の募集、雇用、広告、

宣伝に関する費用） 

⑷ 飲食等にかかる食糧費 

⑸ 営利事業又はこれに類するもの 

⑹ 市から同一の目的で補助金交付を受けているもの 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表第３に定めるとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助対象団体が補助金の交付を申請しようとする場合は、伊万里市地域支

え合い事業費（訪問型サービス B）補助金交付申請書（様式第１号の１の１）又

は伊万里市地域支え合い事業費（訪問型サービス D）補助金交付申請書（様式第

１号の１の２）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 



⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 従事者名簿 

⑷ 利用者名簿 

⑸ 団体の規約、会則その他団体の概要を確認できる書類（任意様式） 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、交付を決定する。 

（交付の条件） 

第９条 市長は、前条の決定において、必要と認めたときは、当該決定に条件を付

することができる。 

（決定の通知） 

第１０条 市長は、第８条の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれ

に条件を付したときはその条件を、伊万里市地域支え合い事業費補助金交付決定

通知書（様式第２号）により、第７条の申請をした者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第１１条 第８条の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、第１０条

の規定による通知を受けた場合において、当該等通知に係る補助金の交付決定の

内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起

算して７日以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る第８条の決定

は、なかったものとみなす。 

（変更又は廃止の承認の申請） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の変更又は廃止をしようとするときは、あらか

じめ伊万里市地域支え合い事業費補助金変更申請書（様式第３号）に第７条各号

に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、



軽微な変更については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認すべき

と認めるときは、伊万里市地域支え合い事業費補助金変更通知書（様式第４号）

により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の実施） 

第１３条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

⑴ 従業員が運転手となり、自家用車やレンタカー等を活用して地域支え合い事

業を提供する場合は、運転者となる従業員は、市が指定する運転講習を受講す

ること。 

⑵ 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。 

⑶ 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられてい

ること。 

⑷ 利用者に対する補助事業の実施により事故が発生した場合に、次のアからウ

までに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。 

ア 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包

括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。 

イ 事故の状況及び事故に際して採った処理について記録すること。 

ウ 事故による賠償に備え、適切に保険に加入するとともに、賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を適切に行うこと。 

⑸ 当該補助事業を廃止しようとするときは、補助事業者は当該補助事業のサー

ビスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続

的に提供されるよう、他の事業実施者その他ボランティア団体等との連絡調整

その他の便宜の提供を行うこと。 

⑹ その他市長が必要と認める事項 

（月次報告書） 



第１４条 補助事業者は、伊万里市地域支え合い事業費補助金月次報告書（様式第

５号の１又は様式第５号の２）により、市長にその月毎の実施状況を翌月までに

報告しなければならない。 

（実績の報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに伊万里市地域支え

合い事業費補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

⑴ 収支決算書 

⑵ 利用者名簿 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１６条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、補助金の交付額を確定し、伊万里市地域支え合い事業費補助金確定通知

書（様式第７号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１７条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額を確定した後に行うもの

とする。補助金の交付を受けようとするときは、伊万里市地域支え合い事業費補

助金交付請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（概算払いの請求） 

第１８条 前条の規定にかかわらず、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、

補助金の全部又は一部を概算で交付することができる。 

２ 補助事業者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、伊万里

市地域支え合い事業費補助金概算払い請求書（様式第９号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（交付の取消し） 

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 



⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑷ 法令又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとき

は、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。 

（補助金の返還） 

第２０条 前条の場合において、市長は、当該取消しの部分に関し既に補助金を交

付しているときは、伊万里市地域支え合い事業費補助金返還命令書（様式第１０

号）により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。補助金の額の確定後、

すでにその額を超える補助金を交付しているときも、同様とする。 

（情報の公表） 

第２１条 本要綱に基づき申請があった地域支え合い事業の内容について、原則と

して公表するものとする。 

（その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別

に定める。 

  附 則（令和４年４月１日告示第５１号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日告示第７４号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年９月２２日告示第１４６号） 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 


